
自然公園法許認可 その他

利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・工作物の新改増築

・入林者への普及啓発（標
識類の整備）
・登山道の維持管理（風倒
木処理）
・高山植物パトロール
・協力金（募金）の徴収

サロベツ地域
（幌延町域のみ）

・工作物の新改増築
・植生復元施設認可

・林内巡視活動

利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・港湾の整備
・漁港の整備
・農地、排水路の整備

・工作物の新改増築
・土地の形状変更

・農地地下水位調査
・各種自然環境調査

サロベツ地域
（幌延町域のみ）

・河川の整備、管理
・工作物の新改増築
・動力船/車馬の使用

・河川水位、水質調査

地域政策課
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・地域イベントの推進
公園内でイベントを実施する可能
性が無いとはいえない。

・仮工作物の設置

環境生活課
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・高山植物の保護・保全
・鳥獣の収容
・補助事業の維持管理
・レクリエーションの企画実行
・公園施設の維持管理

・ふれあい事業
・国立公園施設整備事業
（旧補助事業）
・各種自然環境調査

商工労働観光課
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・砂利・採石の許可

建設業者等が砂利・採石を行う
場合、この課が許可を出す。公
園内の場合は環境省の許可を
得ないと許可は下りない。

林務課
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・防風保安林の整備 ・工作物の新改増築 ・各種自然環境調査

水産課
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

公園内で許可が必要になるような
事業はしていない。

農村振興課
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・農地、農道整備（稚内、豊富）
・工作物の新増改築
・土地の形状変更

利尻礼文サロベツ国立公園と関係行政機関との関わり

管理計画への記載
（想定される事項）

宗
谷
支
庁

国立公園施策との関わり
関係行政機関 関係する地域

各機関の事業概要
（*）

・森林の保全、維持管理
・治山施設の整備、管理
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設の整備
・ﾚﾌﾞﾝｱﾂﾓﾘｿｳ保護増殖

宗谷森林管理署

留萌北部森林管理署

稚内開発建設部

留萌開発建設部

(*)  特に国立公園に関係するもののみを記載



自然公園法許認可 その他

利尻礼文サロベツ国立公園と関係行政機関との関わり

管理計画への記載
（想定される事項）

国立公園施策との関わり
関係行政機関 関係する地域

各機関の事業概要
（*）

稚内土木現業所
利尻島、礼文島、サロベツ地
域（幌延町域を除く）

・道路の整備、管理（道道）
・漁港整備（利尻礼文）
・河川の維持管理
・砂防施設の整備、管理（利尻）

・工作物の新増改築
・土石の採取

・各種自然環境調査

環境生活課 サロベツ地域（幌延町域のみ）
・海岸植生復元事業
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの企画実行

・土地の形状変更
・工作物の新改増築

・各種自然環境調査

留萌土木現業所 サロベツ地域（幌延町域のみ）
・道路の整備、管理（道道）
・河川の維持管理

・工作物の新改増築
・土石の採取
・動力船/車馬の使用

・河川水位、水質調査

サロベツ地域（稚内市域のみ）
・浜勇知園地の管理
・海岸清掃活動の支援

・土地の形状変更
・工作物の新増改築
・物の集積

礼文島

・桃岩遊歩道等園路の管理
・桃岩園地等園地の管理
・ﾚﾌﾞﾝｱﾂﾓﾘｿｳ保護増殖
・漁業の振興、魚礁の整備

・工作物の新増改築

利尻島（利尻町域のみ）
・沓形登山道の維持管理
・沓形岬等園地の管理

利尻島（利尻富士町域のみ）
・鴛泊登山道の維持管理
・姫沼等園地の管理

サロベツ地域（豊富町域のみ）

・ｻﾛﾍﾞﾂ原生花園ＶＣの管理
・農道の整備、管理
・農業排水路の整備、管理
・海岸清掃活動の支援

・土石の採取
・土地の形状変更
・工作物の新増改築
・物の集積

サロベツ地域（幌延町域のみ） ・下ｻﾛﾍﾞﾂ、ﾊﾟﾝｹ沼園地の管理

留
萌
支
庁

幌延町

稚内市

礼文町

利尻町

利尻富士町

豊富町

(*)  特に国立公園に関係するもののみを記載


